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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

決算年度
平成23年度
第２四半期
連結累計期間

平成24年度
第２四半期
連結累計期間

平成23年度

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年９月30日

自平成24年４月１日
至平成24年９月30日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（百万円）

（第２四半期連結会計期間）

425,518

(207,782)

388,273

(201,912)
877,997

経常利益又は経常損失（△）（百万円） 6,146 △14,193 27,022

四半期純損失（△）又は当期純利益（百万円）

（第２四半期連結会計期間）

△4,370

(△1,146)

△35,447

(△979)
5,032

四半期包括利益又は包括利益（百万円） △19,433 △46,579 2,409

純資産額（百万円） 248,404 199,139 248,140

総資産額（百万円） 749,952 721,481 740,769

１株当たり四半期純損失金額（△）又は１株当

たり当期純利益金額（円）

（第２四半期連結会計期間）

△21.89

(△5.75)

△198.15

(△5.48)
26.22

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 32.9 27.4 33.3

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 5,965 △32,410 26,678

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △21,035 △28,048 △31,528

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △5,440 38,834 △57,406

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高（百万円）
184,995 123,626 150,029

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

            おりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３. 四半期連結財務諸表規則第64条第３項及び第83条の２第３項により、四半期連結会計期間に係る四半期連結

損益計算書及び四半期連結包括利益計算書を作成しております。

４. 平成23年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。平成23年度第２四半期連結累計期間ならびに平成24年度第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額は、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、エプソングループ（当社および当社の関係会社を指し、以下「エプソン」とい

う。）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて変更があっ

た事項は、次のとおりです。

　なお、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部　企業情報　第２　事業の

状況　４　事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。 

 

(18）重要な訴訟について

　当社の連結子会社であるEpson Europe B.V.（以下「EEB」という。）は、平成22年６月にベルギーにおける著作権

料徴収団体であるLa SCRL REPROBELに対して、マルチファンクションプリンターに関する著作権料の返還などを求

める民事訴訟を提起しました。その後、La SCRL REPROBELがEEBを提訴したことにより、これら二つの訴訟は併合さ

れ、かかる訴訟の第１審ではEEBの主張を棄却する判決がなされましたが、EEBは、これを不服として上訴する方針で

す。

　現時点において上記の訴訟の結果および終結の時期を予測することは困難ですが、訴訟または法的手続の結果に

よっては、エプソンの業績や今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

　

２【経営上の重要な契約等】

    　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結などはありません。　
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間における経済環境を顧みますと、欧州地域の一部の国々における財政先行き不安を

背景とした金融面への影響により、全体として景気は弱い回復となりました。地域別では、米国では失業率は横ば

いであったものの、個人消費の伸びが拡大するなどの押し上げ要因により景気は緩やかな回復となりました。欧

州においては、失業率が上昇したほか、財政先行き不安の高まりにより景気は弱含みの状態となりました。アジア

においては、中国では輸出の伸び悩みなどの要因により拡大テンポが鈍化したほか、インドでも実質金利の高止

まりなどにより拡大テンポが弱まりました。また、その他のアジア諸国においては持ち直しの動きが見られたも

のの、一部に弱い動きも見られました。日本においては、世界景気の減速にともない輸出や生産が弱含みとなった

ことなどから足踏み状態となりました。

　エプソンの主要市場におきましては、以下のとおりとなりました。

　インクジェットプリンターの需要は、北米や欧州で縮小した一方、日本では回復傾向が見られました。大判イン

クジェットプリンターは、景気の先行き不透明感から印刷・フォト業界などで投資抑制が見られたほか、これま

で好調に推移していた中国などのアジア市場で需要の減速感が見られました。ドットマトリクスプリンターは、

米国・欧州・日本の市場が縮小傾向であったほか、中国における徴税向けの需要が大幅に減少しました。POSシス

テム関連製品においては、米州の中小規模小売店や東南アジアでは設備投資が回復基調にあり好調に推移した一

方、欧米の大規模店舗は引き続き投資を抑制しており、力強さは見られませんでした。プロジェクターは、南米・

東南アジアなどの新興国を中心とした教育市場向けの需要が好調に推移した一方で、中国での需要に減速の傾向

が見られました。

　電子デバイス製品の主要なアプリケーションは、全体として堅調に推移しました。携帯電話端末は、従来型は減

速が続きましたが、スマートフォンは引き続き拡大しました。また、デジタルカメラ市場は一眼レフやミラーレス

式タイプを中心に堅調に推移し、タブレットPCの市場も拡大しました。一方、テレビやPC市場は全体的に低調に推

移しました。

　精密機器製品に関連する市場では、ウオッチはアジア地域や日本で需要の回復感が見られた一方、欧米では需要

の減速感が見られました。また、ロボットの需要は中国や台湾を中心とした電気業界や米州の自動車部品業界の

需要増にともない増加した一方、ICハンドラーは半導体市場の投資抑制により需要の減速感が見られました。 　

　エプソンは、強い事業の集合体となることをゴールとした長期ビジョン「SE15」の実現に向け、当連結会計年度

より「SE15後期 中期経営計画」を開始いたしました。「SE15後期 中期経営計画」では、欧州財政先行き不安や

継続的な円高などの厳しい環境が継続するものと予想されるなか、グループの総力を挙げてこうした状況に対処

し、従来取り組んできた事業戦略の実行スピードを加速させ、「SE15」の実現に向けた道筋を一層確実なものと

していくことを目指しています。　

　なお、当第２四半期連結累計期間の主な特別損失として、液晶ディスプレイの価格カルテル嫌疑に関する訴訟の

和解などによる訴訟関連損失13,910百万円を計上しました。

　また、当第２四半期連結累計期間の米ドルおよびユーロの平均為替レートはそれぞれ79.41円および100.64円と

前年同期に比べ、米ドルでは１％の円高、ユーロでは12％の円高で推移しました。　

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は388,273百万円（前年同期比8.8％減）、営業損失は14,142百

万円（前年同期は6,774百万円の営業利益）、経常損失は14,193百万円（前年同期は6,146百万円の経常利益）、

四半期純損失は35,447百万円（前年同期は4,370百万円の四半期純損失）となりました。

　

　報告セグメントごとの業績は、次のとおりです。

　なお、前第３四半期連結会計期間より映像機器事業＜情報関連機器事業セグメント＞とTFT（HTPS：液晶プロ

ジェクター用高温ポリシリコンTFT）事業＜デバイス精密機器事業セグメント＞をビジュアルプロダクツ事業と

して統合し、情報関連機器事業セグメントとして開示しております。前連結会計年度の対応する四半期連結累計

期間については、変更後の区分方法により作成・比較しております。

　

（情報関連機器事業セグメント）

　プリンター事業の売上高は減少となりました。製品別の内容は以下のとおりです。

　インクジェットプリンターについては、大容量インクタンク付きモデルの販売が拡大したほか、欧米において震

災影響によるプロモーション抑制の影響があった前年同期と比較して本体数量が増加した一方、消耗品は減少と

なりました。大判インクジェットプリンターは、欧米およびアジアにおいて低価格機種の本体数量が増加したほ

か、高価格帯の新製品発売効果による平均単価の上昇がありましたが、高価格帯の既存製品販売減少によりその

効果は打ち消されました。消耗品は、高価格帯の新製品発売効果による平均単価の上昇効果がありましたが、印刷

業界の入稿量減少などによる販売減少や為替影響によりその効果は相殺されました。ページプリンターは、企業

の経費削減による影響などで販売減少となりました。ドットマトリクスプリンターは、徴税関連需要が特に多

かった前年同期と比べ中国において数量減少となったほか、その他のアジア地域でも数量減少となりました。POS

システム関連製品は、米州や東南アジアで中小規模の小売店舗向けが好調に推移したため数量増加となりました
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が、米州での販売単価下落や欧州での景気低迷にともなう顧客の投資抑制により売上減少となりました。なお、プ

リンター事業は全体的に円高の影響を大きく受けました。

　ビジュアルプロダクツ事業の売上高は増加となりました。製品別の内容は以下のとおりです。

　映像機器におきましては、ビジネス向け液晶プロジェクターは、アジア地域・米州・日本でエントリー向け製品

を中心に数量増加が見られたほか、欧州の教育市場向けでも伸長したことにより全体でも数量増加となりまし

た。また、ホームシアター向け液晶プロジェクターは、欧州市場での大型スポーツイベントにともなう需要増加な

どにより数量増加となったほか、高価格帯品の販売好調による平均単価上昇効果がありました。映像機器全体で

は、平均単価下落や円高の影響などもありましたが、数量増影響が上回り増収となりました。

　情報関連機器事業セグメントのセグメント利益につきましては、円高による減収の影響に加え、インクジェット

プリンター、ドットマトリクスプリンター、POSシステム関連製品などの利益減により減益となりました。

　以上の結果、情報関連機器事業セグメントの売上高は306,781百万円（前年同期比4.3％減）、セグメント利益は

3,445百万円（同86.8％減）となりました。

　

（デバイス精密機器事業セグメント）

　デバイス事業の売上高は減少となりました。製品別の内容は以下のとおりです。

　水晶デバイスは、音叉型が数量減少に加え価格低下となったほか、ATで価格下落が大きく進行しました。半導体

は、シリコンファンドリーで数量増加となった一方、LCDコントローラ・EPDコントローラおよび車載向けLCDドラ

イバなどの数量減少が大きく影響し、売上減少となりました。

　精密機器事業の売上高は増加となりました。製品別の内容は以下のとおりです。

　ウオッチは、高級品の売上増などにともなう平均単価上昇により売上増加となりました。プラスチック眼鏡レン

ズは、低価格モデルの増加による平均単価の下落影響があった一方、新製品発売効果による数量増加により売上

増加となりました。FA機器では、ロボットはアジアや米州からの受注増により販売増となった一方、ICハンドラー

はPCや従来型携帯電話向け半導体業界の需要が低迷した影響で販売減少となりました。

　デバイス精密機器事業セグメントのセグメント利益につきましては、ウオッチで利益が増加したほかプラス

チック眼鏡レンズや半導体で利益が回復したことを受け、増益となりました。

　以上の結果、デバイス精密機器事業セグメントの売上高は84,460百万円（前年同期比9.3％減）、セグメント利

益は5,521百万円（同25.4％増）となりました。

　

（その他）

　当第２四半期連結累計期間における、その他の売上高は533百万円（前年同期比96.6％減）、セグメント損失は

709百万円（前年同期は694百万円のセグメント損失）となりました。売上高の減少は、中・小型液晶ディスプレ

イ事業の終結によるものです。

　

（調整額）

　報告セグメントに帰属しない新規事業および基礎研究に関する研究開発費や本社機能に係る費用を中心とした

販売費及び一般管理費の計上などにより、報告セグメントの利益の合計額との調整額が△22,400百万円（前年同

期の調整額は△22,958百万円）となりました。

　

（2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、32,410百万円の支出（前年同期は5,965百

万円の収入）となりました。これは、税金等調整前四半期純損失が29,661百万円だったのに対し、減価償却費の計

上18,632百万円、売上債権の減少12,810百万円などによる増加要因があった一方、たな卸資産の増加26,644百万

円、法人税等の支払5,503百万円などによる減少要因があったことによります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出28,335百万円などにより、28,048

百万円の支出（前年同期は21,035百万円の支出）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払2,325百万円があった一方で、短期、長期借入金の純増

31,469百万円および社債の純増10,000百万円などにより、38,834百万円の収入（前年同期は5,440百万円の支

出）となりました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は123,626百万円（前年同期は

184,995百万円）となりました。
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（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、エプソンが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下「基本方針」とい

う。）を定めており、その内容など（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は、次のとおりであります。

　

①基本方針の概要

　当社は、当社の株主は市場での自由な取引を通じて決まるものと考えます。したがって、当社の財務および事業

の方針の決定を支配することが可能な数の株式を取得する買付提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の

皆様のご意思に委ねられるべきものと考えます。

　当社は、企業価値や株主共同の利益を確保・向上させていくためには、役職員が一体となって価値創造に向けて

取り組むことや、創業以来の風土を大切にしながら創造と挑戦を続けていくこと、お客様の信頼を維持・獲得し

ていくことが不可欠と考えております。

　しかし、株式の大量取得行為のなかには、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるこ

とにならないものも存在します。当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は当社の財務および

事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当

な手段をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

　

②基本方針の実現に資する取組みの概要

1）基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社は、平成21年３月に、平成27年（2015年）におけるエプソンのありたい姿を描いた長期ビジョン「SE15」を

定めるとともに、ビジョンの実現に向けて、平成21年度を初年度とした３カ年の中期経営計画「SE15前期 中期経

営計画（以下「前期中計」という。）」を策定し、諸施策を実施してきました。 

　当３カ年においては、世界経済はリーマンショックから回復したものの、欧州債務危機などにより、景気低迷が

再び深刻化しました。また、継続的な円高進行に加え、平成23年には震災や洪水などの自然災害が発生するなど、

事業環境に大きな変化がありました。

　当社は、これらの環境変化により、業績に大きな影響を受けましたが、前期中計で定めた核となる戦略において

は、事業領域や製品ラインアップを着実に拡大するとともに、総原価低減によりコスト構造を大幅に改善するな

どの着実な成果をあげ、成長軌道を確立することができました。

　平成24年３月に策定した平成24年度を初年度とする３カ年の新中期経営計画「SE15後期 中期経営計画」にお

いては、どのような環境下においても、「SE15」に向けた目標を達成することを目指します。前期中計での実績に

基づき、当３カ年についても、経営が目指す方向に変更はなく、進むべき方向を振れさせることなく、各戦略の実

行を加速させていきます。

　

2）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組み

　当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、平成20年６月25日の定時株

主総会における株主の皆様のご承認のもと、当社株式の大量取得行為に関する対応策（以下「当初プラン」とい

う。）を導入しました。その後、当初プランが有効期間満了を迎える平成23年６月20日の定時株主総会において、

当初プランの内容を一部変更したうえで更新することについて株主の皆様のご承認をいただきました（以下、更

新後のプランを「本プラン」という。）。 

　本プランは、当社株券等に対する大量買付が行われた際に、当該買付に応じるべきか否かを株主の皆様が判断

し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な時間および情報を確保するとともに、

株主の皆様のために、大量買付者と協議交渉などを行うことを可能とすることにより、当社の企業価値・株主共

同の利益に反する大量買付を抑止することを目的としております。具体的には、当社の発行済株式総数の20％以

上となる株券等の買付または公開買付けを実施しようとする買付者に、意向表明書ならびに株主の皆様の判断お

よび特別委員会の評価・検討などのため必要かつ十分な情報を事前に当社取締役会へ提出すること、本プランに

定める手続きを遵守することを求めております。そのうえで、当該買付行為が、本プランに従わない場合や、当社

の企業価値・株主共同の利益を侵害する買付であると判断された場合は、当該買付行為を阻止するための対抗措

置を発動するプランとなっております。

　一方、当社取締役会は、対抗措置の発動について、取締役会の恣意的判断を排除するため、独立性の高い社外者な

どから構成される特別委員会の判断を経ることとしております。特別委員会は、買付内容の検討、当社取締役会へ

の代替案などの情報の請求、株主の皆様への情報開示、買付者との交渉などを行います。特別委員会は、対抗措置

発動の要否を当社取締役会に勧告し、当社取締役会はその勧告を最大限尊重し、対抗措置の発動または不発動に
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関する決議を速やかに行うこととしております。

　

③具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

　上記② 1）に記載した取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具

体的方策として策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。 

　また、本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入（更新）され

たものであり、上記①に記載した基本方針に沿うものです。特に、本プランは、株主総会において株主の皆様のご

承認を得たうえで導入（更新）されたものであること、その内容として合理的な客観的発動要件が設定されてい

ること、当社経営陣から独立性の高い者のみから構成される特別委員会が設置されており、対抗措置の発動に際

しては必ず特別委員会の判断を経ることが必要とされていること、特別委員会は当社の費用で第三者専門家の助

言を得ることができるとされていること、有効期間が導入（更新）から約３年と定められたうえ、取締役会によ

りいつでも廃止できるとされていることなどにより、その公正性・客観性が担保されており、高度の合理性を有

し、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするもので

はありません。

　

（4）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるエプソンの研究開発活動の金額は24,864百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、エプソンの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 607,458,368

計 607,458,368

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年11月８日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 199,817,389 199,817,389東京証券取引所市場第一部

権利内容に何ら限

定のない当社にお

ける標準となる株

式であり、単元株

式数は100株であ

ります。

計 199,817,389 199,817,389 ─ ─

　

(2)【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

(4)【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成24年７月１日～

平成24年９月30日
－ 199,817,389 － 53,204 － 84,321
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(6)【大株主の状況】

 平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

三光起業株式会社 東京都中央区銀座５－６－１ 14,288,500 7.15

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１－８－11 9,545,500 4.77

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
東京都港区浜松町２－11－３ 9,449,700 4.72

セイコーホールディングス株式会社 東京都中央区銀座４－５－11 7,948,800 3.97

セイコーエプソン従業員持株会 長野県諏訪市大和３－３－５ 6,582,327 3.29

服部　靖夫 東京都港区 5,966,306 2.98

服部　? 東京都港区 5,599,968 2.80

第一生命保険株式会社

（常任代理人　資産管理サービス信託

銀行株式会社）

東京都千代田区有楽町１－13－１

（東京都中央区晴海１－８－12　晴海

アイランドトリトンスクエアオフィ

スタワーＺ棟）

4,368,000 2.18

株式会社みずほコーポレート銀行

（常任代理人　資産管理サービス信託

銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内１－３－３

（東京都中央区晴海１－８－12　晴海

アイランドトリトンスクエアオフィ

スタワーＺ棟）

4,278,100 2.14

みずほ信託銀行株式会社　退職給付信

託　みずほ銀行口　再信託受託者　資産

管理サービス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海１－８－12　晴海ア

イランドトリトンスクエアオフィス

タワーＺ棟

4,076,900 2.04

計 － 72,104,101 36.08

（注）１．当社は、自己株式20,924,760株を所有しておりますが、上記の大株主から除外しております。（発行済株式

　　　　　総数に対する所有株式数の割合10.47％）

　　　２．みずほ信託銀行株式会社　退職給付信託　みずほ銀行口　再信託受託者　資産管理サービス信託銀行株式会

　　　　　社の所有株式は、株式会社みずほ銀行が退職給付信託の信託財産に拠出したものであります。

　　　３．株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループおよびその共同保有者から平成24年７月２日付で関東財務局長

　　　　　に提出された変更報告書により、平成24年６月25日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨

　　　　　の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができ

　　　　　ませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有割合

（％）

株式会社三菱東京UFJ銀行東京都千代田区丸の内２－７－１ 1,610,000 0.81

三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区丸の内１－４－５ 6,078,200 3.04

三菱UFJ投信株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－５ 407,600 0.20

三菱UFJモルガン・スタン

レー証券株式会社
東京都千代田区丸の内２－５－２ 222,567 0.11

計 － 8,318,367 4.16
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　　　４．株式会社みずほコーポレート銀行およびその共同保有者から平成24年９月７日付で関東財務局長に提出され

　　　　　た変更報告書により、平成24年８月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けて

　　　　　おりますが、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上

　　　　　記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有割合

（％）

株式会社みずほコーポレー

ト銀行
東京都千代田区丸の内１－３－３ 4,278,100 2.14

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１－１－５ 5,539,900 2.77

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町１－５－１ 591,597 0.30

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１－２－１ 4,431,000 2.22

みずほ投信投資顧問株式会

社
東京都港区三田３－５－27 743,600 0.37

計 － 15,584,197 7.80

　　　５．JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社およびその共同保有者から平成24年９月21日付で関東財務局

　　　　　長に提出された変更報告書により、平成24年９月14日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の

　　　　　報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができま

　　　　　せんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有割合

（％）

JPモルガン・アセット・

マネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内２－７－３

東京ビルディング
11,440,600 5.73

ジェー・ピー・モルガン

・チェース・バンク・ナ

ショナル・アソシエー

ション

アメリカ合衆国オハイオ州コロン

バス市ポラリス・パークウェー

1111

576,212 0.29

ジェー・ピー・モルガン

・セキュリティーズ・

ピーエルシー（J.P.

Morgan Securities plc）

英国、ロンドン E14 5JP カナリー

・ウォーフ、バンク・ストリート25
316,969 0.16

計 － 12,333,781 6.17
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(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 20,924,700 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 178,762,000 1,787,620 －

単元未満株式 普通株式 130,689 － －

発行済株式総数 199,817,389 － －

総株主の議決権 － 1,787,620 －

（注）「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。また、「議決権

の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数４個が含まれております。

②【自己株式等】

 平成24年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

セイコーエプソン

株式会社

東京都新宿区西新

宿２－４－１
20,924,700 － 20,924,700 10.47

計 － 20,924,700 － 20,924,700 10.47

　

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第64条第３項及び第83条の２第３項により、四半期連結会計期間に係る四半期連結損

益計算書及び四半期連結包括利益計算書を作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平成

24年９月30日まで）および第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。　
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 123,093 87,070

受取手形及び売掛金 139,309 127,488

有価証券 19,010 29,010

商品及び製品 99,472 115,583

仕掛品 41,524 42,751

原材料及び貯蔵品 21,258 22,696

その他 ※2
 45,014

※2
 45,405

貸倒引当金 △1,493 △1,194

流動資産合計 487,190 468,813

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 393,081 392,142

機械装置及び運搬具 417,229 410,380

工具、器具及び備品 150,841 150,584

その他 60,534 60,646

減価償却累計額 △808,600 △798,453

有形固定資産合計 213,086 215,301

無形固定資産 15,066 14,196

投資その他の資産

投資その他の資産 25,495 23,238

貸倒引当金 △68 △67

投資その他の資産合計 25,426 23,170

固定資産合計 253,579 252,668

資産合計 740,769 721,481
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 77,427 79,498

短期借入金 30,812 68,457

1年内償還予定の社債 40,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 30,500 28,000

賞与引当金 8,333 10,780

製品保証引当金 7,626 8,034

その他 118,615 101,606

流動負債合計 313,314 316,379

固定負債

社債 60,000 90,000

長期借入金 77,500 72,500

退職給付引当金 23,407 25,801

訴訟損失引当金 1,963 1,792

製品保証引当金 659 569

リサイクル費用引当金 560 589

その他 15,222 14,710

固定負債合計 179,314 205,963

負債合計 492,628 522,342

純資産の部

株主資本

資本金 53,204 53,204

資本剰余金 84,321 84,321

利益剰余金 194,047 156,274

自己株式 △20,453 △20,453

株主資本合計 311,119 273,346

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,838 1,605

繰延ヘッジ損益 △1,013 △158

為替換算調整勘定 △65,502 △77,238

その他の包括利益累計額合計 △64,676 △75,791

少数株主持分 1,697 1,584

純資産合計 248,140 199,139

負債純資産合計 740,769 721,481
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

売上高 425,518 388,273

売上原価 311,813 300,902

売上総利益 113,705 87,370

販売費及び一般管理費 ※1
 106,930

※1
 101,513

営業利益又は営業損失（△） 6,774 △14,142

営業外収益

受取利息 609 407

受取賃貸料 870 625

為替差益 － 438

その他 2,119 907

営業外収益合計 3,600 2,378

営業外費用

支払利息 1,894 1,510

為替差損 806 －

その他 1,528 918

営業外費用合計 4,229 2,429

経常利益又は経常損失（△） 6,146 △14,193

特別利益

受取保険金 － 1,708

退職給付制度改定益 364 －

その他 698 20

特別利益合計 1,063 1,728

特別損失

訴訟関連損失 － ※2
 13,910

災害による損失 ※3
 2,088 －

子会社譲渡損 2,024 －

その他 2,998 3,286

特別損失合計 7,111 17,196

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

97 △29,661

法人税等 4,403 5,708

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △4,305 △35,369

少数株主利益 64 77

四半期純損失（△） △4,370 △35,447
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【四半期連結包括利益計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △4,305 △35,369

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △393 △232

繰延ヘッジ損益 1,472 854

為替換算調整勘定 △16,162 △11,800

持分法適用会社に対する持分相当額 △43 △32

その他の包括利益合計 △15,127 △11,210

四半期包括利益 △19,433 △46,579

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △19,408 △46,561

少数株主に係る四半期包括利益 △25 △18
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【第２四半期連結会計期間】
【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成23年７月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成24年７月１日
　至　平成24年９月30日)

売上高 207,782 201,912

売上原価 150,605 150,051

売上総利益 57,177 51,861

販売費及び一般管理費 ※1
 54,034

※1
 49,886

営業利益 3,143 1,975

営業外収益

受取利息 292 180

為替差益 565 1,071

その他 1,557 696

営業外収益合計 2,415 1,948

営業外費用

支払利息 933 768

その他 868 865

営業外費用合計 1,801 1,633

経常利益 3,756 2,289

特別利益

受取保険金 － 1,708

その他 143 14

特別利益合計 143 1,722

特別損失

投資有価証券評価損 1,117 915

訴訟関連損失 － ※2
 590

子会社譲渡損 2,024 －

その他 1,162 225

特別損失合計 4,304 1,731

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△404 2,280

法人税等 676 3,211

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,080 △931

少数株主利益 65 48

四半期純損失（△） △1,146 △979
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【四半期連結包括利益計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成23年７月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成24年７月１日
　至　平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,080 △931

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △406 839

繰延ヘッジ損益 795 △1,342

為替換算調整勘定 △12,945 △1,526

持分法適用会社に対する持分相当額 △29 △11

その他の包括利益合計 △12,586 △2,041

四半期包括利益 △13,667 △2,972

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △13,673 △2,991

少数株主に係る四半期包括利益 6 18
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

97 △29,661

減価償却費 18,188 18,632

持分法による投資損益（△は益） △55 △27

のれん償却額 436 436

貸倒引当金の増減額（△は減少） △149 △206

賞与引当金の増減額（△は減少） 789 2,555

製品保証引当金の増減額（△は減少） △148 655

退職給付引当金の増減額（△は減少） 589 2,726

受取利息及び受取配当金 △777 △523

支払利息 1,894 1,510

為替差損益（△は益） △140 △1,051

固定資産売却損益（△は益） △593 △27

固定資産除却損 364 346

投資有価証券売却損益（△は益） △37 △5

訴訟関連損失 － 13,910

子会社譲渡損 2,024 －

売上債権の増減額（△は増加） 18,065 12,810

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,158 △26,644

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,777 △1,337

仕入債務の増減額（△は減少） △1,683 299

その他 △4,783 △7,904

小計 16,698 △13,505

利息及び配当金の受取額 1,336 1,348

利息の支払額 △1,846 △1,547

訴訟関連損失の支払額 － △13,202

事業再編による支出 △6,061 －

法人税等の支払額 △4,161 △5,503

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,965 △32,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △192 △0

投資有価証券の売却による収入 139 6

有形固定資産の取得による支出 △15,131 △26,297

有形固定資産の売却による収入 733 123

無形固定資産の取得による支出 △1,193 △2,037

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△1,940 －

連結の範囲の変更を伴う子会社譲渡による支出 △3,119 －

その他 △331 157

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,035 △28,048
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △7,200 38,969

長期借入金の返済による支出 △35,046 △7,500

社債の発行による収入 40,000 30,000

社債の償還による支出 － △20,000

リース債務の返済による支出 △293 △214

自己株式の取得による支出 △893 △0

配当金の支払額 △1,997 △2,325

少数株主への配当金の支払額 △8 △94

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,440 38,834

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,271 △4,778

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △26,782 △26,403

現金及び現金同等物の期首残高 211,777 150,029

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 184,995

※
 123,626
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

連結の範囲の重要な変更　

 （増加１社）

 ・新規設立によるもの１社

   第１四半期連結会計期間　

     Orient watch (Shenzhen) Ltd.

　 　 　

 （減少１社）

 ・清算によるもの１社

   第１四半期連結会計期間　

　 　Epson de Juarez, S.A. de C.V.　　 　

 

　

【会計方針の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

 （会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更）

　　当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

　取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。これによる四半期

　連結財務諸表に与える影響は軽微であります。　　

　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利

益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該

見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

  １．保証債務

　正規従業員の住宅金融・住宅財形融資制度による銀行からの借入金等に対して保証を行っております。

前連結会計年度
（平成24年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成24年９月30日）

正規従業員 528百万円 正規従業員 456百万円

 

※２．現先取引の担保として自由処分権のある有価証券を受け入れており、時価は次のとおりであります。

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成24年９月30日）

有価証券 7,999百万円 7,994百万円

　　　

　

（四半期連結損益計算書関係）

　Ⅰ　当第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日 至　平成24年９月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日）

給料手当 37,277百万円 35,120百万円

研究開発費 10,978 9,700

 

※２．主として液晶ディスプレイの価格カルテル嫌疑に関する訴訟の和解によるものです。

　

※３．東日本大震災等により発生した損失であります。

　

　Ⅱ　当第２四半期連結会計期間（自　平成24年７月１日 至　平成24年９月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自  平成24年７月１日
至  平成24年９月30日）

給料手当 18,209百万円 16,959百万円

研究開発費 5,590 4,742

 

※２．主として液晶ディスプレイの価格カルテル嫌疑に関する訴訟の和解によるものです。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日）

現金及び預金勘定 100,404百万円 87,070百万円

有価証券勘定 75,009 29,010

貸付金（現先運用） 10,000 8,000

短期借入金勘定（当座借越） △0 －

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △407 △444

償還期限が３ヶ月を超える有価証券 △10 △10

現金及び現金同等物 184,995 123,626
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

  １. 配当金支払額

　（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成23年６月20日

定時株主総会
普通株式 1,997 10平成23年３月31日平成23年６月21日利益剰余金　

  ２. 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

　　期間末後となるもの

　（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成23年10月28日

取締役会
普通株式 2,588 13平成23年９月30日平成23年12月２日利益剰余金　

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

  １. 配当金支払額

　（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成24年６月20日

定時株主総会
普通株式 2,325 13平成24年３月31日平成24年６月21日利益剰余金　

  ２. 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

　　期間末後となるもの

　（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成24年10月31日

取締役会
普通株式 2,325 13平成24年９月30日平成24年12月７日利益剰余金　
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

    １.　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

 

報告セグメント

その他
（注）１

合計

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

情報関連
機器事業

デバイス
精密機器
事業

計
全社費用
（注）２　

セグメント
間取引消去

　

売上高      　 　  

外部顧客への売上高 320,17288,820408,99215,488424,4811,036　 － 425,518　
セグメント間の内部
売上高又は振替高

368 4,269 4,638 348 4,987  51 (5,038)　 －

計 320,54093,090413,63115,837429,468 1,087(5,038)　 425,518　

セグメント利益又は損

失（△）
26,0234,40430,427△694 29,733△23,089 131 6,774

(注)１.「その他」の区分は、グループ向けサービスを手がける子会社等および中・小型液晶ディスプレイ事業から構

成されております。

　　  ２．全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない新規事業および基礎研究に関する研究開発費や本社機能に係る費

用であります。

　　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

    １.　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

 

報告セグメント

その他
（注）１

合計

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

情報関連
機器事業

デバイス
精密機器
事業

計
全社費用
（注）２　

セグメント
間取引消去

　

売上高      　 　  

外部顧客への売上高 306,56280,489387,052 317 387,369903　 － 388,273　
セグメント間の内部
売上高又は振替高

219 3,970 4,190 215 4,405  12 (4,418)　 －

計 306,78184,460391,242 533 391,775 916(4,418)　 388,273　

セグメント利益又は損

失（△）
3,445 5,521 8,967 △709 8,258△22,513 112△14,142

　(注)１.「その他」の区分は、グループ向けサービスを手がける子会社等および中・小型液晶ディスプレイ事業から構成

されております。

　　　２．全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない新規事業および基礎研究に関する研究開発費や本社機能に係る費

用であります。
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　　２．報告セグメントの変更等に関する事項

　　　前連結会計年度の第３四半期連結会計期間より、「デバイス精密機器事業」に含まれていた「液晶プロジェクター用

高温ポリシリコンTFT液晶パネル事業」については管理体制の見直しに伴い「情報関連機器事業」に含めておりま

す。　

　　　前連結会計年度の対応する四半期連結累計期間については変更後の区分方法により作成しております。　

　　　なお、報告セグメントに属する主要な製品およびサービスは次のとおりであります。

報告セグメント 主要商品等

情報関連機器事業

インクジェットプリンター、ページプリンター、ドットマトリクスプリンター、大判イン
クジェットプリンターおよびそれらの消耗品、カラーイメージスキャナー、ミニプリン
ター、POSシステム関連製品、液晶プロジェクター、液晶プロジェクター用高温ポリシリ
コンTFT液晶パネル、ラベルプリンター、PC　等

デバイス精密機器事業
水晶振動子、水晶発振器、水晶センサー、CMOS LSI、ウオッチ、ウオッチムーブメント、プ
ラスチック眼鏡レンズ、水平多関節型ロボット、ICハンドラー、工業用インクジェット装
置　等

　

Ⅲ　前第２四半期連結会計期間（自　平成23年７月１日　至　平成23年９月30日）

    １.　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

 

報告セグメント

その他
（注）１

合計

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

情報関連
機器事業

デバイス
精密機器
事業

計
全社費用
（注）２　

セグメント
間取引消去

　

売上高      　 　  

外部顧客への売上高 161,02245,601206,623 489 207,113669　 － 207,782　
セグメント間の内部
売上高又は振替高

71 1,978 2,049 242 2,292  42 (2,335)　 －

計 161,09347,580208,673 732 209,406 711(2,335)　 207,782　

セグメント利益又は損

失（△）
13,4961,50515,002△376 14,625△11,530 48 3,143

　(注)１.「その他」の区分は、グループ向けサービスを手がける子会社等および中・小型液晶ディスプレイ事業から構成

されております。

　　　２．全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない新規事業および基礎研究に関する研究開発費や本社機能に係る費

用であります。
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Ⅳ　当第２四半期連結会計期間（自　平成24年７月１日　至　平成24年９月30日）

    １.　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

 

報告セグメント

その他
（注）１

合計

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

情報関連
機器事業

デバイス
精密機器
事業

計
全社費用
（注）２　

セグメント
間取引消去

　

売上高      　 　  

外部顧客への売上高 159,56741,542201,109 155 201,265647　 － 201,912　
セグメント間の内部
売上高又は振替高

116 1,800 1,916 100 2,016  6 (2,023)　 －

計 159,68343,342203,026 256 203,282 653(2,023)　 201,912　

セグメント利益又は損

失（△）
9,380 3,60612,986△282 12,703△10,819 91 1,975

　(注)１.「その他」の区分は、グループ向けサービスを手がける子会社等および中・小型液晶ディスプレイ事業から構成

されております。

　　　２．全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない新規事業および基礎研究に関する研究開発費や本社機能に係る費

用であります。

　　

　　２．報告セグメントの変更等に関する事項

　　　前連結会計年度の第３四半期連結会計期間より、「デバイス精密機器事業」に含まれていた「液晶プロジェクター用

高温ポリシリコンTFT液晶パネル事業」については管理体制の見直しに伴い「情報関連機器事業」に含めておりま

す。　

　　　前連結会計年度の対応する四半期連結会計期間については変更後の区分方法により作成しております。　

　　　なお、報告セグメントに属する主要な製品およびサービスは次のとおりであります。

報告セグメント 主要商品等

情報関連機器事業

インクジェットプリンター、ページプリンター、ドットマトリクスプリンター、大判イン
クジェットプリンターおよびそれらの消耗品、カラーイメージスキャナー、ミニプリン
ター、POSシステム関連製品、液晶プロジェクター、液晶プロジェクター用高温ポリシリ
コンTFT液晶パネル、ラベルプリンター、PC　等

デバイス精密機器事業
水晶振動子、水晶発振器、水晶センサー、CMOS LSI、ウオッチ、ウオッチムーブメント、プ
ラスチック眼鏡レンズ、水平多関節型ロボット、ICハンドラー、工業用インクジェット装
置　等
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（１株当たり情報）

  １株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 21円89銭 198円15銭

（算定上の基礎）     

四半期純損失金額（百万円） 4,370 35,447

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（百万円） 4,370 35,447

普通株式の期中平均株式数（千株） 199,676 178,892

  （注）  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株　

　　　　　式が存在しないため記載しておりません。

　

 
前第２四半期連結会計期間
（自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自  平成24年７月１日
至  平成24年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 5円75銭 5円48銭

（算定上の基礎）     

四半期純損失金額（百万円） 1,146 979

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（百万円） 1,146 979

普通株式の期中平均株式数（千株） 199,560 178,892

  （注）  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株　

　　　　　式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 
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２【その他】

１．平成24年10月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）配当金の総額……………………………………………2,325百万円

（ロ）１株当たりの金額………………………………………13円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日および支払開始日……………平成24年12月７日

（注）平成24年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行います。

  

２．重要な訴訟事件等

　　(１) 液晶ディスプレイの価格カルテル嫌疑

当社および関係する連結子会社は、液晶ディスプレイの価格カルテル嫌疑に基づき、米国等において複数の取

引先などから民事訴訟を提起されております。

また、欧州委員会そのほかの競争法関係当局による調査を受けております。 

　　

　　(２) インクジェットプリンターの著作権料に関する民事訴訟

　当社の連結子会社であるEpson Deutschland GmbHは、ドイツにおける著作権料徴収団体である

Verwertungsgesellschaft Wortよりシングルファンクションプリンターの著作権料の支払を求める民事訴訟を

提起されております。原告は、連邦最高裁判所における原告側の請求が棄却された判決を不服として憲法裁判所

に上訴しておりましたが、憲法裁判所は、連邦最高裁判所の判決がドイツ連邦憲法第14条に定める権利を侵害し

ていると判断し、連邦最高裁判所の判決を破棄するとともに、審理を連邦最高裁判所に差し戻す、という判断を平

成22年12月に下しております。その後、平成23年７月に連邦最高裁判所は、本件を欧州司法裁判所に付託する手続

をとりました。　

　また、当社の連結子会社であるEpson Europe B.V.（以下「EEB」という。）は、平成22年６月にベルギーにおけ

る著作権料徴収団体であるLa SCRL REPROBELに対して、マルチファンクションプリンターに関する著作権料の返

還などを求める民事訴訟を提起しました。その後、La SCRL REPROBELがEEBを提訴したことにより、これら二つの

訴訟は併合され、かかる訴訟の第１審ではEEBの主張を棄却する判決がなされましたが、EEBは、これを不服として

上訴する方針です。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年11月８日

セイコーエプソン株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 井出　隆　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山﨑　隆浩　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 井出　泰介　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているセイコーエプソン

株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日

から平成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、セイコーエプソン株式会社及び連結子会社の平成24年９月30日現在の財

政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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